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5名以上の団体
市内在住者⼜は在学・在勤者が半数以上含まれていること
未成年者の場合の申請は保護者か団体の育成者となります

◆開館時間：午前9時〜午後9時
◆休館⽇：⽉曜⽇・年末年始
 ※その他休館⽇については公⺠館におたずねください
◆ご利⽤条件

◆申込⽅法
����公⺠館の窓⼝にて、3か⽉前の初⽇から5⽇前までに、
 所定の申請書に必要事項を記⼊して申し込む
◆利⽤回数
 ⽉3回以内で利⽤できます

実花公民館は
皆さんをお待ちしています！

習志野市実花公⺠館
指定管理者（株）オーエンス


